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審査委員会細則 

 

（構成） 

第 1 条 会則第２０条第２項の規定に基づき、理事会は、申請のあった標準案

を協議の対象とするかどうかを議決し、「協議の対象とする」と議決した場合

に、ただちに審査委員会(以下本委員会)を設置し諮問する。 

２ 設置にあたり会長は、本委員会委員長１名と副委員長若干名を推薦する。

また、必要と認める場合は、オブザーバーを若干名推薦することができる。 

３ 本委員会の委員は、委員長、副委員長、理事から選ばれた委員の他、理

事会が必要と認めた推薦者からなり、理事会で承認する。オブザーバー及

び個人会員は、出席して意見を述べることができる。 

４ 本委員会の委員の任期は審議終了までとする。 

 

（目的） 

第２条 本委員会は、標準規格として申請された標準化案を医療情報標準化推

進協議会の医療情報標準化指針に適格であるかどうかの協議を行い、採択し

ようとする場合は、パブリックコメントとして意見を募り、指針としての決

議を行い、その結果を理事会へ答申する。 

 

（開催） 

第３条 委員長は、必要に応じて本委員会を招集し、定足数は委員の１／２以

上（委任状を含む）とする。オブザーバーおよび個人会員は含まない。 

 

（委員長・議長および議決） 

第４条 委員長が議長を兼ねるものとする。 

２ 本委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決する。オブザーバーおよ

び個人会員は含まない。 

 

（改廃） 

第５条 本細則は、理事会の決議により改廃できる。 

 

附則 

 本細則は２００９年７月１３日より実施する。 


